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          平成３０年土佐清水市議会定例会３月会議会議録 

第１日（平成３０年 ３月 ５日 月曜日） 

～～～～・～～～～・～～～～ 

議事日程 

 日程第１ 審議期間の決定 

 日程第２ 会議録署名議員の指名 

 日程第３ 報告第 １号 専決処分した事件の報告について（土佐清水市消防手数料条例の 

             一部を改正する条例の制定について） 

      議案第 １号 平成２９年度土佐清水市一般会計補正予算（第８号）について 

      議案第 ２号 平成２９年度土佐清水市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 

             ３号）について 

      議案第 ３号 平成２９年度土佐清水市介護保険特別会計補正予算（第４号）に 

             ついて 

      議案第 ４号 平成２９年度土佐清水市指定介護老人福祉施設事業特別会計補正 

             予算（第２号）について 

      議案第 ５号 平成２９年度土佐清水市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２ 

             号）について 

      議案第 ６号 平成３０年度土佐清水市一般会計予算について 

      議案第 ７号 平成３０年度土佐清水市国民健康保険事業特別会計予算について 

      議案第 ８号 平成３０年度土佐清水市介護保険特別会計予算について 

      議案第 ９号 平成３０年度土佐清水市指定介護老人福祉施設事業特別会計予算 

             について 

      議案第１０号 平成３０年度土佐清水市介護サ－ビス事業特別会計予算について 

      議案第１１号 平成３０年度土佐清水市後期高齢者医療特別会計予算について 

      議案第１２号 平成３０年度土佐清水市再生可能エネルギー事業特別会計予算に 

             ついて 

      議案第１３号 平成３０年度土佐清水市水道事業会計予算について 

      議案第１４号 土佐清水市立墓地条例の制定について 

      議案第１５号 土佐清水市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基 

             準等を定める条例の制定について 

      議案第１６号 土佐清水市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第１７号 土佐清水市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定 
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             介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関 

             する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第１８号 土佐清水市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防 

             サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条 

             例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第１９号 土佐清水市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第２０号 土佐清水市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第２１号 土佐清水市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例 

             の制定について 

      議案第２２号 土佐清水市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条 

             例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第２３号 土佐清水市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につい 

             て 

      議案第２４号 土佐清水市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ 

             いて 

      議案第２５号 土佐清水市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の 

             制定について 

      議案第２６号 土佐清水市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の 

             制定について 

      議案第２７号 土佐清水市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に 

             関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第２８号 土佐清水市駐車場設置条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第２９号 土佐清水市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第３０号 土佐清水市特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例の制 

             定について 

      議案第３１号 土佐清水市立防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する 

             条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第３２号 土佐清水市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画の策定につ 

             いて 

～～～～・～～～～・～～～～ 

本日の会議に付した事件 

 日程第１から日程第３まで 
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～～～～・～～～～・～～～～ 

議員定数 １２人 

現在員数 １２人 

～～～～・～～～～・～～～～ 

出席議員 １２人 

   １番  甲 藤   眞 君           ２番  田 中 耕之郎 君 

   ３番  細 川 博 史 君           ４番  前 田   晃 君 

   ５番  浅 尾 公 厚 君           ６番  森   一 美 君 

   ７番  小 川 豊 治 君           ８番  西 原 強 志 君 

   ９番  永 野 裕 夫 君          １０番  岡 﨑 宣 男 君 

  １１番  仲 田   強 君          １２番  武 藤   清 君 

～～～～・～～～～・～～～～ 

欠席議員 

   な  し 

～～～～・～～～～・～～～～ 

事務局職員出席者 

  議 会 事 務 局 長          窪内 研介 君    局 長 補 佐  伊藤 牧子 君 

  議 事 係 長  前田 利実 君    主 幹  津野 綾子 君 

  主 事  浅井 千晶 君 

～～～～・～～～～・～～～～ 

出席要求による出席者 

市 長 泥谷 光信 君 副 市 長 磯脇 堂三 君 

会 計 管 理 者 兼 

会 計 課 長 
横山 周次 君 

税 務 課 長 兼 

固定資産評価員 
中山  優 君 

企 画 財 政 課 長 横山 英幸 君 総 務 課 長 野村 仁美 君 

危 機 管 理 課 長 岡田 敦浩 君 消 防 長 上原 由隆 君 

消 防 次 長 兼 

消 防 署 長 
宮上 眞澄 君 健 康 推 進 課 長 戎井 大城 君 

福 祉 事 務 所 長 徳井 直之 君 市 民 課 長 中津 恵子 君 

環 境 課 長 兼 

清掃管理事務所長 
田村 善和 君 まちづくり対策課長 早川  聡 君 
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観光商工課長補佐 和泉  文 君 
農林水産課長兼 

農業委員会事務局長 
二宮 眞弓 君 

水 道 課 長 楠目  生 君 じ ん け ん 課 長 小松 高志 君 

特別養護老人ホーム 

し お さ い 園 長 
山本 弘子 君 収 納 推 進 課 長 田村 光浩 君 

教 育 長 弘田 浩三 君 学 校 教 育 課 長 中津 健一 君 

生 涯 学 習 課 長 弘田  条 君 
教育センター所長兼 

少年補導センター所長 
亀谷 幸則 君 

選挙管理委員会 

事 務 局 長 
沖 比呂志 君 監査委員事務局長 文野 喜文 君 

～～～～・～～～～・～～～～ 

          午前１０時００分   開  議 

○議長（仲田 強君） おはようございます。定刻でございます。 

 ただいまから平成３０年土佐清水市議会定例会３月会議を開きます。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 日程第１、「審議期間の決定」を議題といたします。 

 ３月会議の審議期間につきましては、議会運営委員会で御審議を願っておりますので、この

際、議会運営委員会委員長の報告を求めます。 

 議会運営委員会委員長 永野裕夫君。 

          （議会運営委員会委員長 永野裕夫君登壇） 

○議会運営委員会委員長（永野裕夫君） 皆さんおはようございます。ただいま議題となって

おります３月会議の審議期間につきましては、２月２６日開催の議会運営委員会におきまして

議案等を勘案しながら慎重に審議を重ねました結果、本日から３月２３日までの１９日間と決

定いたしました。 

 審議期間中の日程としまして、本日は審議期間の決定、議案の上程の後、市長の提案理由説

明及び内容説明を行います。また、３月１２日は議案に対する質疑及び一般質問を行い、３月

１３日及び１４日は一般質問を行います。 

 委員会審査は、３月１５日及び１６日は予算決算常任委員会を、１９日は総務文教常任委員

会を、２０日は産業厚生常任委員会をそれぞれ午前９時から開催、２３日に会議を開催し、各

委員長の報告後、質疑、討論及び採決を行い、全日程を終了いたしたいと思います。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（仲田 強君） お諮りいたします。３月会議の審議期間は、議会運営委員会委員長の

報告のとおり、本日から３月２３日までの１９日間といたしたいと思います。これに御異議の
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方はございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（仲田 強君） 御異議なしと認めます。よって３月会議の審議期間は、本日から３月

２３日までの１９日間と決しました。 

 日程第２、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により２番田中耕之郎君、３番細川博史君を指

名いたします。 

 この際、議会事務局長に諸般の報告をいたさせます。 

 議会事務局長。 

          （議会事務局長 窪内研介君登壇） 

○議会事務局長（窪内研介君） おはようございます。平成２９年定例会１２月会議以降の諸

般の報告を申し上げます。 

 まず初めに、各委員会の活動状況について御報告いたします。 

 総務文教常任委員会は３回開催し、うち１月１８日には、議長とともに県立清水高等学校の

早期高台移転について県教育長に対し要望活動を行いました。産業厚生常任委員会は１回開催

いたしました。議会運営委員会は３回開催し、１月２４日には１月会議の、２月２６日には

３月会議の日程等について協議を行いました。 

 １月１７日には委員長会を開催し、平成３０年度議会費予算の説明及び各委員会の情報交換

を行いました。また、１月１９日には、議会だより編集委員会を開催し、２月１日に議会だよ

り第１０４号を発行いたしました。 

 次に、その他の主な件について日を追って申し上げます。 

 １月３日、平成３０年土佐清水市成人式式典が市民文化会館で開催され、議長が出席し祝辞

を述べました。１月７日、平成３０年土佐清水市消防出初め式が市民文化会館で開催され、議

長が出席し、祝辞を述べました。１月９日、第４２回幡多３市議会議長懇談会が宿毛市で開催

され議長、副議長及び事務局長が出席。１月１５日、高松市で土佐くろしお鉄道中村・宿毛線

運営協議会によるＪＲ四国への要望活動及び四国西南地域道路整備促進協議会による国土交通

省四国地方整備局長への要望活動に議長が出席。１月２３日、平成２９年度幡多地区婦人大

会・土佐清水市婦人大会が中央公民館で開催され、副議長が祝辞を述べました。１月２６日、

ビビる大木氏を囲む会が足摺岬で、翌２７日には第６回中浜小ジョン万ふれあい祭りが行われ、

議長が出席。１月３１日、平成３０年土佐清水市議会定例会１月会議が開催されましたことは、

御承知のとおりであります。 

 ２月４日、平成２９年度土佐清水市消防団定例部長会が消防本部で開催され、議長が出席し
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祝辞を述べました。２月９日、幡多６市町村議会議員研修会が四万十市で初開催され、全議員

が出席。２月１５日、全国過疎地域自立促進連盟第１３４回理事会が東京都で開催され、議長

が出席。２月１８日、沖縄県糸満市・大度海岸でジョン万次郎上陸の碑建立お披露目式が開催

され、議長が出席。翌１９日には、姉妹都市の豊見城市の市長及び議長を表敬訪問いたしまし

た。２月２０日、幡多広域市町村圏事務組合議会定例会が四万十市で開催され、議長が出席。

２月２８日、第３２回こうち人づくり広域連合定例会が高知市で開催され、議長が出席。 

 次に休会中の議員派遣について御報告いたします。 

 さきに申し上げました幡多３市議会議長懇談会に副議長が、また幡多６市町村議会議員研修

会に各議員が派遣されております。 

 次に、提出議案について申し上げます。 

 ３月会議に提出されております案件は、報告第１号「専決処分した事件の報告について（土

佐清水市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定について）」及び議案第１号「平成

２９年度土佐清水市一般会計補正予算（第８号）について」から議案第３２号「土佐清水市高

齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画の策定について」までの議案３２件、計３３件であり

ます。これらの案件名につきましては、議案つづりのとおりでありますので、省略させていた

だきます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（仲田 強君） 諸般の報告は終わりました。 

 日程第３、市長提出報告第１「専決処分した事件の報告について（土佐清水市消防手数料条

例の一部を改正する条例の制定について）」及び議案第１号「平成２９年度土佐清水市一般会

計補正予算（第８号）について」から議案第３２号「土佐清水市高齢者福祉計画・第７期介護

保険事業計画の策定について」までの議案３２件、計３３件を一括議題といたします。 

 この際、提出者に提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

          （市長 泥谷光信君登壇） 

○市長（泥谷光信君） おはようございます。本日ここに平成３０年土佐清水市議会定例会

３月会議の開催に当たり、市政の課題等につきまして所信の一端を申し述べますとともに、平

成３０年度土佐清水市一般会計予算案を初めとする議案等について御説明申し上げ、議員の皆

様及び市民の皆様に御理解と御協力をお願いいたします。 

 まず初めに、春の観光シーズンがスタートし、本市では２月４日の第４４回足摺椿まつりを

皮切りに、第５０回あしずり駅伝大会、第１３回花へんろ足摺温泉ジョン万ウオーク、第

１０回漁師の元気祭り、第４２回足摺半島一周駅伝大会と、２月は週末にかけて毎週イベント
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が続き、市外からも多くの方々が来訪されたところです。 

 その中でも第５０回を記念するあしずり駅伝大会は、県外からの４チームを含め３６チーム

の参加のもと、大変にぎやかな大会となりました。私もドリームチームの一員として駅伝に参

加いたしましたが、ゲストランナーのよさこい高知国体優勝の大島健太さん、シドニー・アテ

ネオリンピック出場の大島めぐみさん、２０１７世界陸上出場の鍋島莉奈さんには、前日から

土佐清水市に入っていただき、中高生へのランニング指導や講演会講師も務めていただくなど、

大変お世話になりました。 

 昭和４４年に青年団が中心となり７チームでスタートしたこの大会がこうしてにぎやかに

５０回を迎えることができましたのも、関係者、関係機関の皆様方の御協力に支えられたもの

と改めて感謝申し上げます。 

 続きまして昨年から開催されております高知県全域を会場とした観光博覧会「志国高知幕末

維新博」も４月２１日から第二幕を迎えます。明治維新から１５０年の節目の年に当たる本年

も、メーン会場である高知県立高知城歴史博物館と第二幕開幕に合わせリニューアルオープン

される高知県立坂本龍馬記念館、サブ会場であるこうち旅広場、そして高知県を代表する文化

施設の地域会場２１施設でさまざまな企画展などが開催され、より多くの誘客を図る取り組み

が行われます。 

 その地域会場の１つであります本市のジョン万次郎資料館も、改修のため昨年１０月から閉

館しておりましたが、内装・外装を一新し、また展示物などもより一層充実させ、装いを新た

に４月１日にリニューアルオープンいたします。改装により、１階は万次郎の生涯に沿って中

浜での少年時代、漂流時やアメリカでの生活時代、日本に帰国後から、さらに幕末維新時代な

どそれぞれの時代ごとにジオラマやデジタルアートを駆使し、ジョン万次郎が見てきたものを

体感できるようなさまざまな工夫を凝らした撮影スポットや展示を行い、２階部分では姉妹都

市との日米交流関連の展示のほか、ワークショップや観光情報のスペースも設置予定です。 

 また、これまでもジョン万次郎資料館を核として実施しております漁船タクシーの運行、株

式会社学研ホールディングスとのコラボによるジョン万次郎検定の実施、レンタサイクル、ス

タンプラリーも継続して実施するほか、昨年から準備を進めておりましたジョン万ジーンズに

つきましては、４月２１日に高知県立坂本龍馬記念館で行われる第２幕開幕セレモニーで制作

発表を行った後、４月２２日からジョン万次郎資料館の企画展ジョン万デニム展で展示するこ

とになっております。博覧会の取り組みを通じ、歴史資源と地域の食や自然など一体的な観光

クラスターを形成することにより、持続的な観光振興につなげてまいりますので、今後におき

ましても皆様の御支援・御協力をよろしくお願い申し上げます。 

 また、「志国高知幕末維新博」関連予算を平成３０年度当初予算に計上させていただきまし
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たので、あわせてよろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、アメリカと本市で毎年交互に開催しておりますジョン万祭りが、ことしは本市

で開催する年となっており、２月５日のジョン万祭り実行委員会におきまして１１月３日に開

催することが決定いたしました。ことしは中濱万次郎没後１２０年という年に当たり、ジョン

万サミットも同時に本市で開催することが決定しております。内容につきましては、今後、実

行委員会のほうで検討していくことになりますので、詳細が決まりましたら、広報やポスタ

ー・チラシ等でお知らせいたします。 

 さて、平成３０年度予算は、各課からの要求段階で財源が７億円以上不足するという大変厳

しい状況の中、企画財政課長査定・市長査定を経て予算編成を行った結果、最終的には財政調

整基金を１億1,０００万円取り崩した予算組みとなったところです。一般会計及び７つの特別

会計の繰り入れ・繰り出しによる重複計上を除いた実質計上総額は１５２億 4,７４６万

8,０００円となり対前年度比で9.２％の減となりました。 

 一般会計の総額は９７億3,８００万円、対前年度比９億２００万円、8.５％の減と昨年に引

き続き２年連続の対前年度比がマイナスとなり、平成２２年以来８年ぶりに１００億円を切る

予算規模となりました。 

 歳入につきましては、市税は対前年度比6,０５４万3,０００円、4.８％減の１２億２１万

3,０００円を計上しています。地方交付税につきましては、県の試算表及び平成２９年度の決

算見込み額などを勘案し１億円、2.６％増の３９億8,０００万円を計上しています。全体の歳

入不足を財政調整基金から１億1,０００万円を繰り入れることとしたほか、防災対策加速化基

金繰入金のうち6,０００万円を防災関連施設整備に係る起債の元金償還の一般財源に充当させ

ていただきました。 

 歳出は、義務的経費が対前年度比9,６１０万6,０００円、2.１％減の４４億4,０９８万

4,０００円を計上、投資的経費は、新規事業として光ファイバー回線整備や爪白キャンプ場整

備などの事業に係る予算を計上した一方で、学校給食施設新築や清水小学校改築工事、下川口

保育園建設、下ノ加江地区防災拠点施設整備などの大型事業の終了に伴い事業費が大幅に減と

なり、１０億４７万1,０００円、３4.８％減の１８億7,１７０万3,０００円を計上しておりま

す。その他の経費では、物件費で地籍調査費の増や学校給食実施に伴う賄材料費、学校給食調

理等委託料を新しく計上、補助費では園児数の増に伴った子供のための教育・保育給付費の増

などにより対前年度比１億9,４５７万7,０００円、６％増の３４億2,５３１万3,０００円を計

上しております。 

 予算編成につきましては、これまでどおり「子どもは宝（子育て・教育環境の充実）」、

「若者は希望（基幹産業の復興と雇用対策）」、「お年寄りは誇り（高齢者の生きがいづくり
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と中山間対策）」、「命を守る（南海地震・津波対策）」、「絆は力（活気あふれるまちづく

り）」、この５つを基本施策として予算を重点配分するとともに、土佐清水市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略に位置づけた事業については昨年同様、地方創生枠として設定させていただ

きました。 

 まず、「子どもは宝（子育て・教育環境の充実）」につきましては、平成３０年６月から学

校給食を完全実施するため調理等業務委託で 3,１８６万円、配送車購入費で1,１６７万

8,０００円、三崎保育園建設事業１億7,２５７万3,０００円、子育て世代包括支援センター開

設・運営事業に５８６万4,０００円などのほか、これまで中学校卒業までの医療費無料化につ

いて対象年齢を１８歳に引き上げるために３００万円、新たに不妊治療等に必要な経費の一部

を助成する不妊治療費等助成事業に２７０万円、妊産婦等が安心して妊娠・出産・子育てがで

きる環境づくりを推進するため２０４万6,０００円、奨学資金貸付制度の継続なども含め子育

て・教育環境の充実に向け全体で約１２億1,１００万円を計上いたしました。 

 次に、「若者は希望（基幹産業の復興と雇用対策）」につきましては、平成３０年４月から

始まる「志国高知幕末維新博第２幕」関連経費の1,０３２万1,０００円、爪白キャンプ場等整

備事業３億9,５７０万円などにより観光振興を図るほか、中央町商店街の空き店舗を活用した

チャレンジショップ支援事業に２１６万円や市有林造林事業に2,２７６万円、メジカ産業復興

に向けた取り組みを推進するため冷凍保管施設周辺整備工事費に4,０００万円、宗田節の販路

拡大やＰＲイベント等に対する水産業振興事業費補助金1,７００万円などを計上し各産業の維

持活性化を図ってまいります。また、ジオパーク推進には、ジオ学習の推進やジオツアーの開

催など総額で1,２３８万円を計上するなど基幹産業の復興と雇用対策全体で約８億7,１００万

円を計上いたしました。 

 続いて、「お年寄りは誇り（高齢者の生きがいづくりと中山間対策）」につきましては、平

成２９年に設立された「集楽活動センター下川口家」の活動拠点となる旧下川口保育園を整備

するための工事費1,２１５万2,０００円、平成３０年度に開設される本市にはこれまでにない

複合型の「とさしみず総合福祉サービス拠点施設」の円滑な開設に必要な経費として

1,８００万9,０００円を計上したほか、敬老祝い金、移住促進や公共交通維持確保、あったか

ふれあいセンター事業などの継続事業を含め高齢者の生きがいづくりと中山間対策全体で約

２億3,６００万円を計上いたしました。 

 次に、「命を守る（南海地震・津波対策）」では、防災行政無線デジタル化に向けた基本・

実施設計委託業務に４０５万円、大規模災害発生後の３日をめどに国から送られてくる支援物

資の受け入れ・保管・仕分けを行う防災物資配送拠点施設の建設に係る設計費用として

1,１９２万1,０００円、地震・津波に対応した避難所を住民が自主的に運営できるようマニュ
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アルを整備するためのマニュアル作成委託業務に2,００６万6,０００円や地震・津波等の緊急

情報を住民に周知するＪアラート機能向上のための受信機更新業務に４００万5,０００円を計

上したほか、災害発生後の医療救護活動を円滑に実施するために市内３救護病院へ備品等の整

備を行う医療機関等災害強化事業に６６５万8,０００円、津波避難路等整備事業1,４７６万円、

自主防災組織育成強化事業費補助金８１０万円などの継続事業を含め南海地震・津波対策全体

で約１億7,１００万円を計上し、市民の命を守り、そして命をつなぐための集中的な対策を進

めてまいります。 

 次に、「絆は力（活気あふれるまちづくり）」では、光ファイバー回線による超高速ブロー

ドバンドサービス未整備地域について、市内の情報格差を是正し、市民生活の利便性向上を図

るためインターネット環境整備を平成３０年度より４年間で順次実施することとし、初年度の

事業費として２億５８０万円を計上したほか、地域の頑張る人づくり事業、出会いのきっかけ

応援事業などの継続事業を含め、全体で約２億1,８００万円を計上いたしました。 

 そして特別枠として設定した地方創生事業は、ただいま申し上げました５つの基本施策と重

複するものも合わせ７０事業の約５億7,１００万円を計上しております。これらの事業を着実

に実行し人口減対策に取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 また、市有林管理委託等事業、ジオパーク推進事業、学校給食実施・運営事業、観光客誘客

促進事業、ふるさと元気寄附金推進事業の財源といたしまして、ふるさと納税制度により全国

の皆様からいただきました土佐清水市ふるさと元気寄附金を4,２００万円活用させていただき

ます。御寄附をいただきました皆様にはこの場をおかりし改めてお礼申し上げます。 

 続きまして、特別会計の概要について御説明させていただきます。 

 まず、国民健康保険事業特別会計につきましては、対前年度比１8.９％減の２６億３３０万

9,０００円を計上しております。これは、国保制度改正に伴い県が財政主体になることによる

歳入歳出費目の整理及び廃止が行われたことにより予算規模が縮小されたものであります。 

 水道事業会計は、本年４月から平成１０年以来２０年ぶりに水道料金を改定した予算組みを

行い、窪津簡易水道施設整備事業費及び津呂権現・大谷統合簡易水道施設整備事業費の減額等

により資本的支出では対前年度比１0.５％、5,３７０万1,０００円減の４億5,５８４万

8,０００円を計上いたしました。 

 介護保険、指定介護老人福祉施設事業、介護サービス事業、後期高齢者医療、再生可能エネ

ルギー事業特別会計につきましては、それぞれほぼ前年度並みの予算計上としております。 

 以上が平成３０年度当初予算案についての概要であります。 

 続きまして補正予算についてであります。 

 平成２９年度一般会計補正予算（第８号）は、メジカ産業再生プロジェクト事業や早期退職
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者等の退職手当を含む人件費、生活バス路線運行維持費補助金、指定介護老人福祉施設事業特

別会計繰出金などの追加経費のほか、決算見込みに伴う減額等により総額５億6,４０２万

3,０００円となっております。 

 特別会計では、決算見込み等により国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）を初め、

介護保険特別会計補正予算（第４号）、指定介護老人福祉施設事業特別会計補正予算（第

２号）、後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を提出させていただきました。 

 続きまして条例議案等についてであります。 

 報告第１号につきましては、引用法令である消防手数料を定める政令改正に伴い関連する条

例の一部を改正するもので、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき専決処分した報告で

あります。 

 議案第１４号は、清水ヶ丘墓地公園が新設されたことから、土佐清水市立グリーンハイツ墓

地公園条例及び土佐清水市元町墓地条例を廃止し、これら２つの墓地もあわせて新しく条例を

制定するものであります。 

 議案第１５号は、介護保険法の改正に基づく権限移譲に伴い、条例を制定するものでありま

す。 

 議案第１６号は、第７期介護保険事業計画期間に合わせ、介護保険料率の適用期間について、

条例の一部を改正するものであります。 

 議案第１７号は、指定介護予防支援に関する基準省令の改正に伴い、関連する条例の一部を

改正するものであります。 

 議案第１８号は、介護保険法の改正に基づく新たな共生型サービスが創設されたことに伴い、

関連する条例の一部を改正するものであります。 

 議案第１９号は、行政手続法の改正に伴い、条例の一部を改正するものであります。 

 議案第２０号は、議案第１９号の土佐清水市行政手続条例の一部改正に伴い、引用している

規定に項ずれが生じたため、関連する条例の一部を改正するものであります。 

 議案第２１号は、国家公務員退職手当等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、こ

れに準じて土佐清水市職員の退職手当の調整率を引き下げるため、関連する条例の一部を改正

するものであります。 

 議案第２２号は、教育研究所主任研究員等の報酬の引き上げ及び新たに集落支援員を設置す

るため関連する条例の一部を改正するものであります。 

 議案第２３号、第２４号は、法の改正により、平成３０年度から高知県が国民健康保険事業

の財政運営の責任主体となることに伴い、関連する条例の一部を改正するものであります。 

 議案第２５号は、法の改正に伴い、後期高齢者医療の住所地特例の見直しを行うため、関連
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する条例の一部を改正するものであります。 

 議案第２６号は、子育て支援策の充実のため、現在中学校卒業までの医療費無料化を、平成

３０年度からは対象を１８歳に拡充するために、関連する条例の一部を改正するものでありま

す。 

 議案第２７号は、保育施設等の運営に関する基準及び施行規則の改正に伴い、関連する条例

の一部を改正を行うものであります。 

 議案第２８号は、平成３０年度から供用開始となる足摺岬東側駐車場を新たに追加するため、

関連する条例の一部を改正するものであります。 

 議案第２９号は、法改正に伴い、市営住宅の家賃の決定方法の特例を定めるため、関連する

条例の一部を改正するものであります。  

 議案第３０号は、これまで管理開始後２０年を限度としていた特定公共賃貸住宅の家賃の減

額について、その軽減期間を延長するため、関連する条例を改正するものであります。 

 議案第３１号は、完成間近の下ノ加江地区防災コミュニティセンターにつきまして関連する

条例に追加するため、条例改正を行うものであります。 

 議案第３２号は、議会の議決に付すべき事件に関する条例の規定により、高齢者福祉計画・

介護保険事業計画の策定につきまして、議会の議決を求めるものであります。 

 そして最後に御寄附の報告をさせていただきます。 

 本年２月９日、二升五合会
ますますはんじょうのかい

様から社会福祉に役立ててほしいと３万5,１２３円の御寄附を

いただきました。目的に沿って大切に使わせていただきます。この場をおかりいたしまして厚

く感謝申し上げます。 

 以上をもちまして、議案提出に当たっての私からの説明を終わらせていただきます。なお、

細部につきましては、所管課長から説明いたしますので、何とぞ御審議の上、適切な議決を賜

りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（仲田 強君） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 お諮りいたします。ただいまから予算案及び条例案等に対する内容説明を求めたいと思いま

す。これに御異議の方はございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（仲田 強君） 御異議なしと認めます。よって予算案及び条例案等に対する内容説明

を求めることに決しました。 

 議案第１号「平成２９年度土佐清水市一般会計補正予算（第８号）について」、議案第３号

「平成２９年度土佐清水市介護保険特別会計補正予算（第４号）について」及び議案第６号

「平成３０年度土佐清水市一般会計予算について」の議案３件について説明を求めます。 
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 企画財政課長。 

          （企画財政課長 横山英幸君登壇） 

○企画財政課長（横山英幸君） おはようございます。まず議案第１号「平成２９年度土佐清

水市一般会計補正予算（第８号）について」御説明いたします。 

 歳出から御説明いたします。補正予算書の１９ページをお願いいたします。 

 初めに当該補正予算の減額部分につきましては、本年度事業の事業費の確定及び決算見込み

等に伴うものであることから説明を省略させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 まず２款１項１目一般管理費、３節職員手当等9,９５３万9,０００円は、職員の超過勤務手

当の実績及び決算見込みに伴う増額分２６０万円と早期退職者８人分の退職手当9,６９３万

9,０００円を計上しております。７目企画振興費、１９節負担金、補助及び交付金1,８５６万

7,０００円のうち生活バス路線運行維持費補助金1,９６１万5,０００円は、本年度事業分の事

業費確定に伴い、計上するものであります。 

 ２０ページをお願いいたします。同じく２款１項７目企画振興費、２５節積立金２５０万円

は、ふるさと元気寄附金につきまして予算額の4,０００万円を２５０万円上回る寄附額を見込

み差額分を追加補正するものであります。 

 ２３ページをお願いいたします。３款１項１目社会福祉総務費、２５節積立金５万円は、福

祉目的で御寄附いただきました５万円を地域福祉基金に積み立てるものであります。２目障害

者福祉費、２０節扶助費７４２万5,０００円は、決算見込みに基づき更生医療費、知的障害者

福祉サービス費、精神障害者福祉サービス費の不足額をそれぞれ計上しております。 

 ３款１項３目老人福祉費、２８節繰出金3,８２７万9,０００円は、特別養護老人ホームしお

さいの利用者数及び利用料収入が当初見込みから落ち込み歳入不足となることから、一般会計

から指定介護老人福祉施設事業特別会計への繰出金を増額補正し、財源補塡するものでありま

す。 

 次に２４ページをお願いいたします。３款１項５目社会福祉施設費につきましては、当初予

算に計上・実施しております布福祉センター耐震診断事業が国庫補助金の対象となったことに

伴い財源振替を行うものであります。９目臨時福祉給付費、２３節償還金、利子及び割引料

1,０７６万1,０００円は、平成２７年度及び平成２８年度に支給された臨時福祉給付金の精算

返還金を計上するものであります。 

 ３款２項１目児童福祉総務費、１９節負担金、補助及び交付金９６万4,０００円は、認定こ

ども園のしみず幼稚園に係る給付費の算定におきまして子供１人当たりに通常要する費用、い

わゆる国が定める公定価格が増額されたことに伴い増額補正するものであります。 

 ２５ページをお願いいたします。３款２項２目保育所運営費、７節賃金１０５万円は、決算
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見込みに伴い臨時保育士の賃金を増額補正するものであります。１９節負担金、補助及び交付

金1,１００万8,０００円は、先ほどのしみず幼稚園に係る給付費の増額補正と同様、公立保育

所に係る給付費につきましても国が定める公定価格が増額されたことに伴い増額補正するもの

であります。 

 ２６ページをお願いいたします。４款１項１目保健衛生総務費、２８節繰出金1,７１７万

3,０００円は、国民健康保険事業特別会計の決算見込みに基づき一般会計からの繰出金を増額

補正するものであります。 

 ２７ページをお願いいたします。５款１項３目農業振興費、１９節負担金、補助及び交付金

のうち県工事負担金５００万円は、大岐地区にあるため池、大峰池の耐震補強工事を高知県が

実施することに伴い事業費の１０％を市負担金として計上するものであります。本事業につき

ましては、国の補正予算に採択されたことにより計上するため財源につきましては、全額補正

予算債の充当を見込んでおります。 

 ２８ページをお願いいたします。５款２項３目鳥獣対策費、８節報償費２６４万3,０００円

は、有害鳥獣の捕獲頭数の増に伴い捕獲報償金を増額するものであります。 

 ５款３項２目水産振興費、１３節委託料７６５万円、２９ページの１５節工事請負費５億

9,１００万円、１８節備品購入費６９０万円の計６億５５５万円は、メジカ産業再生プロジェ

クト事業として冷凍保管施設の整備事業費を計上するものであります。施設の工事施工監理委

託費として７６５万円、工事費として５億9,１００万円、フォークリフトの購入費として

６９０万円を計上しております。本事業につきましても、国の補正予算の採択により事業実施

するもので財源につきましては県支出金２分の１と補正予算債を見込んでおります。詳細につ

きましては予算審議における事業説明書、平成２９年度補正予算分を御参照ください。 

 次に３２ページをお願いいたします。７款６項１目港湾建設費、１９節負担金、補助及び交

付金５万5,０００円は、高知県が実施する県管理港湾整備工事の増額に伴い、事業費の１０％

を市負担金として増額補正するものであります。 

 ８款１項３目非常備消防費、８節報償費１１０万円は、今年度の消防団員の退職者数の確定

に伴い退職報奨金を計上するものであります。 

 次に歳入について御説明いたします。１４ページをお願いいたします。９款１項１目地方交

付税につきましては、今回の補正予算に要する一般財源の不足額として普通交付税3,０９２万

円を増額計上しております。 

 １２款１項１目総務使用料、３節情報通信用施設使用料マイナス１５２万4,０００円は、関

西ブロードバンドに貸し付けしている情報通信用施設の使用料を全額減免措置としたことによ

り減額するものであります。１２款１項２目民生使用料以降につきましては、歳出予算の財源
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といたしまして、その負担率、補助率などに基づく計上のほか各事業の決算見込みに伴い増額

及び減額するものであります。 

 ９ページをお願いいたします。第２表繰越明許費補正は、国の補正予算等に関連した追加事

業のほか年度内完成を見込めない２４事業について繰越予算の限度額を定めるものであります。 

 １０ページをお願いいたします。第３表地方債補正は、既定の地方債の借入限度額について

変更するものであります。 

 １ページをお願いいたします。以上によりまして既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ５億6,４０２万3,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１１６億

7,０５８万6,０００円となります。以上で議案第１号、平成２９年度土佐清水市一般会計補正

予算（第８号）の説明を終わります。 

 次に議案第３号「平成２９年度土佐清水市介護保険特別会計補正予算（第４号）について」

御説明いたします。 

 歳入歳出一括して説明いたします。補正予算書の８ページから９ページをお願いいたします。

歳出１款１項１目一般管理費、３節職員手当等、４節共済費の合わせて１１０万円の減額及び

歳入７款１項５目その他一般会計繰入金１１０万円の減額は、決算見込みに基づき人件費を減

額するものであります。 

 １ページをお願いいたします。以上によりまして既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ１１０万円を減額し、歳入歳出予算の総額は２０億1,５４７万6,０００円となります。以

上で議案第３号、平成２９年度土佐清水市介護保険特別会計補正予算（第４号）の説明を終わ

ります。 

○議長（仲田 強君） 予算説明中でございますが、後はまた長くなりますので、この辺で暫

時休憩させていただきます。 

          午前１０時５０分   休  憩 

          午前１１時０１分   再  開 

○議長（仲田 強君） 休憩前に続いて会議を開きます。 

 引き続き予算案及び条例案等に対する内容説明を求めます。 

 企画財政課長。 

          （企画財政課長 横山英幸君登壇） 

○企画財政課長（横山英幸君） 次に議案第６号「平成３０年度土佐清水市一般会計予算につ

いて」御説明いたします。   

歳出から説明いたします。一般会計予算書の４１ページをお願いいたします。２款１項１目

一般管理費、１３節委託料８００万6,０００円のうち例規集システムデータベース構築業務及
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び維持更新委託１９０万6,０００円は、現在利用しているシステムにつきまして情報管理面に

おいてシステムの強靱化が図られ、また法制執務業務の充実及び利便性の向上が図られるシス

テムに更新するものであります。 

 ４２ページをお願いいたします。２款１項２目人事管理費、１３節委託料６１１万

4,０００円のうち人事評価システム導入委託３５２万1,０００円は、地方公務員法における人

事評価制度の導入に際し、評価者と非評価者のデータ等をシステム上で管理し、個人情報の保

護、事務の簡素化のためシステムの導入を行うものであります。詳細につきましては、平成

３０年度当初予算分の予算審議における事業説明書１ページを御参照ください。 

 ４３ページをお願いいたします。２款１項３目財産管理費、１９節負担金、補助及び交付金

２０３万1,０００円のうち市土地開発公社運営補助金２００万円は、公共事業に係る土地の取

得及び登記事務等を行っている土地開発公社の保有資金が平成３０年度より資金不足となるた

め補助するものであります。 

 ４５ページをお願いいたします。２款１項７目企画振興費、１３節委託料５９１万

2,０００円のうち地域公共交通網形成計画策定等委託事業１９０万2,０００円は、観光や福祉

などまちづくりの観点から交通事業者及び関係機関と連携し、本市にとって望ましい持続可能

な公共交通網を再構築するための計画策定に要する経費などを計上しております。財源につき

ましては、県支出金３分の２を見込んでおります。同じく１９節負担金、補助及び交付金

5,８１５万6,０００円のうち土佐くろしお鉄道経営助成基金負担金1,５５０万円は、本年度か

ら第５次の基金造成に係る負担金を計上しております。 

 ４６ページをお願いいたします。同じく２款１項７目企画振興費、２５節積立金につきまし

ては、ふるさと元気寄附金を昨年より1,０００万円増の5,０００万円を見込み、利子と合わせ

土佐清水市ふるさと元気基金に積み立てを行うものであります。 

 ４８ページをお願いいたします。２款１項１１目情報企画費、１９節負担金、補助及び交付

金２億８４８万8,０００円のうち２億５８０万円は、光ファイバー回線による超高速ブロード

バンドサービス未整備地域のインターネット環境の整備を行うもので、平成３０年から４年間

で市内全域を整備し情報格差の解消を図ります。財源につきましては県支出金１０分の１と過

疎対策事業債を見込んでおります。詳細につきましては予算審議における事業説明書２ページ

を御参照ください。１２目がんばる地方推進費、１節報酬７９２万円につきましては、地域お

こし協力隊に対する報酬のほか、集落活動センターの取り組み推進など地域住民とともに集落

対策を推進するため県補助金を活用し、新たに配置する集落支援員１名の報酬を計上しており

ます。この集落支援員の配置につきましては、本会議で議案第２２号として条例改正案を提出

しておりますので、よろしくお願いいたします。 
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 ４９ページをお願いいたします。１５節工事請負費1,２１５万2,０００円は、旧下川口保育

所を昨年８月に設立された「集楽活動センター下川口家」の活動拠点施設として改修するもの

で、施設内のホールや園児室を特産品の直販コーナーやカフェとして利用できるよう改修する

ものであります。また１９節負担金、補助及び交付金1,０８６万3,０００円のうち集落活動セ

ンター推進事業費補助金７８３万9,０００円は、「集楽活動センター下川口家」の活動に要す

る備品類等の購入について補助を行うものであります。詳細につきましては予算審議における

事業説明書３ページを御参照ください。 

 次に５０ページをお願いいたします。２款１項１３目財政管理費、１３節委託料、財務書類

等作成支援業務委託４３９万9,０００円は、新公会計制度による財務書類等の作成に要する委

託料であります。 

 ５２ページをお願いいたします。２款３項１目戸籍住民基本台帳費、１節報酬３５９万

6,０００円につきましては、平成２９年度より非常勤職員として市民課に配置している総合窓

口職員２名分の報酬を計上しております。 

 ５４ページから５５ページをお願いいたします。２款４項４目県議会議員選挙費、１節報酬

から１６節原材料費までの合わせて３７３万4,０００円は、平成３１年４月に執行予定の高知

県議会議員選挙に要する準備経費を計上しております。２款４項８目市議会議員選挙費、１節

報酬から１９節負担金、補助及び交付金までの合わせて1,８２８万4,０００円は、平成３０年

９月６日任期満了に伴う土佐清水市議会議員選挙に要する経費を計上しております。 

 ５７ページをお願いいたします。３款１項１目社会福祉総務費、１３節委託料2,１６７万

5,０００円は、中央町のきずなの家及び３つの市民センターで、あったかふれあいセンターを

実施する経費を計上しております。 

 ５８ページをお願いいたします。３款１項２目障害者福祉費、２０節扶助費には、更生医療

費3,１４３万3,０００円など４億３４４万4,０００円を計上しております。 

 ５９ページをお願いいたします。３款１項３目老人福祉費、１３節委託料2,３１４万

6,０００円のうち老人保護措置費委託料2,２２５万4,０００円は、養護老人ホーム白藤園への

入所者に要する措置費を計上しております。２８節繰出金４７８万1,０００円は、指定介護老

人福祉施設事業特別会計への繰出金を計上しております。 

 ６０ページをお願いいたします。３款１項４目福祉医療費、２０節扶助費の福祉医療費

7,６０５万6,０００円の中に、これまでの中学校卒業までの医療費無料化につきまして対象年

齢を１８歳まで引き上げることに要する費用３００万円を含んでおります。 

 ６２ページをお願いいたします。３款１項７目介護保険対策費、１３節委託料、介護保険利

用者負担額助成システム改修業務委託５１万2,０００円は、法改正に伴うシステム改修費を計



 

－ 18 － 

上しております。また２８節繰出金には、介護保険特別会計繰出金など２億8,７１４万円を計

上しております。３款１項８目社会長寿費、１３節委託料、成年後見人等人材育成事業５０万

円は、成年後見制度の実施に当たり認知症高齢者等の権利を守るための専門職が少ない本市に

おきまして、市民後見人を養成する研修に要する経費を計上しております。詳細につきまして

は予算審議における事業説明書４ページを御参照ください。 

 ６３ページをお願いいたします。１９節負担金、補助及び交付金3,４７５万4,０００円のう

ち施設開設準備経費等支援事業補助金1,８００万9,０００円は、現在建設中のとさしみず総合

福祉サービス拠点施設の開設準備に要する職員給与及び備品等の購入に係る経費に対し補助を

行うものであります。財源につきましては、全額県支出金が充当されます。詳細につきまして

は予算審議における事業説明書５ページを御参照ください。また２８節繰出金には、介護予

防・日常生活支援総合事業分などの介護保険特別会計繰出金2,０３４万7,０００円を計上して

おります。 

 ３款２項１目児童福祉総務費につきましては、１節報酬の非常勤職員報酬９２６万

7,０００円のうち１９８万円は、児童虐待防止対策等を推進するため平成２９年度より福祉事

務所に配置している児童虐待防止対策コーディネーターの報酬を計上しております。 

 ６４ページをお願いいたします。１３節委託料１８２万4,０００円のうち子ども・子育て支

援事業計画ニーズ調査等業務委託１７０万円は、平成３２年度からの土佐清水市第２期子ど

も・子育て支援事業計画を平成３１年度に策定するに当たりニーズ調査を行う費用を計上して

おります。１９節負担金、補助及び交付金には、認定こども園への給付費として子どものため

の教育・保育給付（施設型給付）6,９７８万2,０００円など計7,２０３万3,０００円を計上し、

２０節扶助費には、児童手当１億2,１８３万円のほか赤ちゃん紙おむつ・粉ミルク購入支援事

業２８４万4,０００円の合わせて１億2,４６７万4,０００円を計上しております。 

 ６６ページをお願いいたします。３款２項２目保育所運営費には、１９節負担金、補助及び

交付金１億9,２３９万円のうち保育所への給付費として子どものための教育・保育給付（施設

型給付）１億9,１７９万3,０００円を計上しております。４目保育所建設費、１１節需用費か

ら６７ページの１８節備品購入費までの合わせて１億7,２５７万3,０００円は、三崎保育園高

台移転改築に要する経費を計上いたしました。定員３２名、木造平家建て３５２㎡の施設を予

定しております。財源につきましては、補助対象事業費の４分の３を県補助金、補助残額に緊

急防災減災事業債を見込んでおります。詳細につきましては予算審議における事業説明書６ペ

ージを御参照ください。 

 ６９ページから７０ページをお願いいたします。４款１項１目保健衛生総務費におきまして

は、妊娠・出産・子育てに関する相談に応じ必要に応じて個別の支援プランを作成し、保健・
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医療・福祉・教育等の関係機関による切れ目のない支援を行うため、平成３０年４月より健康

推進課内に子育て世代包括支援センターを開設する予定で、開設費用と運営費用を合わせまし

て1,１２８万円を計上しております。財源につきましては、国及び県補助金をそれぞれ３分の

１ずつ見込んでおります。詳細につきましては予算審議における事業説明書７ページから８ペ

ージを御参照ください。また、産前・産後サポート事業といたしまして、妊産婦が抱える悩み

等について助産師など専門家による相談支援や、子育て経験者やシニア世代による相談支援体

制を整備し、安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくりをする経費を８節報償費、９節

旅費、１１節需用費、１２節役務費の中に含んでおり計２０４万6,０００円を計上しておりま

す。財源につきましては、国庫補助金２分の１を見込んでおります。詳細につきましては予算

審議における事業説明書９ページを御参照ください。１９節負担金、補助及び交付金、不妊治

療費等助成事業２７０万円は、不妊治療を行っている方々の経済的負担を軽減するため治療費

の一部を助成するものであります。詳細につきましては予算審議における事業説明書１０ペー

ジを御参照ください。このほか７１ページの２８節繰出金は、国民健康保険事業特別会計及び

水道事業会計への繰出金として２億7,７１９万7,０００円を計上しております。 

 ７３ページをお願いいたします。４款１項６目環境衛生費、１９節負担金、補助及び交付金

2,１６０万1,０００円のうち公衆浴場施設整備等事業補助金１６３万5,０００円は、公衆浴場

の経営安定化を図るため公衆浴場の施設整備に要する経費に対して補助を行うものであります。

財源につきましては県補助金を見込んでおります。同じく１９節の土佐清水市中山間地域生活

支援総合補助金８０８万3,０００円は、水道が普及していない地域でも安心して生活すること

ができるよう飲料水等の生活用水を確保するための施設整備に対し補助を行うもので、本予算

では横峯地区が実施する予定であります。財源につきましては県補助金を見込んでおります。 

 ７５ページをお願いいたします。５款１項１目農業委員会費、１節報酬３５４万円は、農業

委員の人数及び組織体制につきまして平成３０年８月までは現行制度、８月以降は新制度に伴

う委員数、新たな組織体制による報酬を計上しております。 

 ７６ページから７８ページをお願いいたします。５款１項２目農業総務費につきましては、

平成２９年度までは職員の人件費のみを計上しておりましたが、平成３０年度からは、これま

での５款１項３目農業振興費をこの農業総務費に統合させていただいております。このため農

業振興費は本年度より廃止科目とさせていただいております。７７ページの１９節負担金補助

及び交付金7,３２２万1,０００円のうち主なものとして中山間地域における耕作放棄地の発生

を防止し農業の多面的機能の確保を図るための中山間地域等直接支払制度交付金1,５３４万

5,０００円を計上しているほか、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、地

域内の農業者が共同で取り組む活動を支援する多面的機能支払交付金3,０６９万8,０００円を
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計上しております。また、県工事負担金４６２万3,０００円は、本会議に補正予算でも計上し

ている大岐地区大峰池耐震補強工事の平成３０年度事業分に係る市負担金２１２万3,０００円

と、高知県が実施する土地改良事業に係る市負担金２５０万円を計上しております。詳細につ

きましては予算審議における事業説明書１１ページを御参照ください。 

 次に７８ページから７９ページをお願いいたします。５款２項１目林業総務費につきまして

も先ほどの農業総務費と同様、平成２９年度までは職員の人件費のみを計上しておりましたが、

平成３０年度からは、これまでの５款２項２目林業振興費をこの林業総務費に統合させていた

だいております。このため林業振興費につきましても本年度より廃止科目とさせていただいて

おります。７９ページの１３節委託料2,６２８万9,０００円のうち市有林造林等業務委託

2,２７６万円は、森林経営計画等に基づく市有林の整備として斧積・盛山と有永・槇谷山の搬

出間伐と作業道整備を行うものであります。１９節負担金、補助及び交付金９９９万

7,０００円のうち森林整備地域活動支援交付金６４８万5,０００円は、森林の有する多面的機

能が十分に発揮されるよう森林経営計画の作成、施業の集約化の促進、森林の境界確認などの

活動に対し支援を行うものであります。 

 ８０ページをお願いいたします。８節報償費2,２６７万5,０００円は、鹿、イノシシ、猿、

カラスの捕獲報償金として単独事業分の９８３万円、また、鹿・イノシシについて市単独捕獲

報償金に上乗せ交付する鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業の７８０万5,０００円及び鹿個体

数調整事業の５０４万円を計上しております。 

 ８１ページをお願いいたします。５款２項４目林道費、１３節委託料４８３万2,０００円の

うち林道ヤケシダ線橋梁改修設計業務委託４００万円は、平成２９年度に実施した橋梁点検に

おいて老朽化のため改修が必要と判断したことにより改修に係る設計業務委託を計上しており

ます。 

 ８１ページから８３ページをお願いいたします。５款３項１目水産業総務費につきましても

平成２９年度までは職員の人件費のみを計上していましたが、平成３０年度からは、これまで

の５款３項２目水産振興費をこの水産業総務費に統合させていただいております。このため水

産振興費につきましても本年度より廃止科目としております。この目には、メジカ産業再生プ

ロジェクト事業といたしまして１３節委託料、残渣加工施設実施設計業務委託2,８７０万円、

１５節工事請負費、冷凍保管施設周辺整備工事4,０００万円、１７節公有財産購入費、冷凍保

管施設及び残渣加工施設用用地購入費5,５３８万4,０００円、１８節備品購入費、冷凍保管施

設用備品６０４万8,０００円の合わせて１億3,０１３万2,０００円を計上しております。財源

につきましては、県補助金と過疎対策事業債を見込んでおります。詳細につきましては予算審

議における事業説明書１２ページを御参照ください。１９節負担金、補助及び交付金
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8,０７９万8,０００円の中の水産業振興事業費補助金2,０３３万6,０００円のうち1,７００万

円は、メジカ産業再生プロジェクト事業の一環で、国の地方創生推進交付金を活用して実施を

行うソフト事業に対する補助金で、宗田節のブランド化、ＰＲ事業、販路拡大等を、土佐清水

ホールディングス株式会社を中心に行うものであります。また、漁業生産量の維持・増大と後

継者となる担い手の確保を目的として新規漁業就業者支援事業費補助金に６９９万6,０００円、

漁業就業者定住促進対策事業費補助金に３６万円、担い手育成団体支援事業費補助金に

４６９万3,０００円を計上したほか、漁船導入支援事業費補助金として９８０万円を計上して

おります。 

 このほか２１節貸付金3,０００万円は、年間を通したメジカ原魚の確保を目的に土佐清水市

メジカ需給調整対策協議会に原魚の買い入れ資金として貸し付けを行うものであります。 

 ８４ページをお願いいたします。５款３項３目漁港建設費、１３節委託料、中ノ浜漁港改修

設計業務委託1,５００万円は、平成２８年度に策定した保全計画に基づき改修を行うための設

計委託料であります。 

 ８６ページをお願いいたします。６款１項１目商工振興費、１９節負担金、補助及び交付金

1,０５１万円のうち土佐清水市商店街魅力向上事業費補助金２６６万円は、平成２９年度に整

備された中央町のチャレンジショップの運営補助金として２１６万円と、商店街の空き店舗を

活用し新規創業した場合に５０万円の補助を行う予算を計上しております。また、ふるさと直

送便事業１５３万7,０００円は、これまで委託事業として委託料に計上していたものを本年度

より補助金事業として総事業費の３分の２の補助を行うものであります。 

 ８７ページをお願いいたします。６款１項３目観光振興費、１５節工事請負費２億

9,８５０万円、１８節備品購入費9,７２０万円の計３億9,５７０万円は、爪白キャンプ場整備

に要する経費で、備品購入費はトレーラーハウス１２棟を購入するものであります。財源につ

きましては全額過疎対策事業債を見込んでおります。 

 ８８ページをお願いいたします。１９節負担金、補助及び交付金の観光客誘客促進事業補助

金1,４８８万1,０００円のうち1,０００万円は、３種類の旅行券を発行する事業として観光客

の誘客促進を図ります。観光インターンシップ推進事業費補助金２３７万8,０００円は、台湾

の大学からのインターン生の受入人数・受入期間を拡大しインバウンド観光の取り組み強化を

図ります。また、第二幕が始まる志国高知幕末維新博関連予算となる歴史観光資源等強化事業

を１３節委託料と合わせ1,０３２万1,０００円を計上し、ジョン万デニム企画展の開催、漁船

タクシーの運行、スタンプラリー、ジョン万検定などの実施により交流人口のさらなる拡大を

図ります。 

 ８９ページをお願いいたします。６款１項４目観光商工施設費、１５節工事請負費１８５万
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6,０００円は高知県が施行し、間もなく完成予定の足摺岬東側駐車場に外灯を５基設置するも

のであります。 

 ９０ページをお願いいたします。６款１項５目ジオパーク推進費、１９節負担金、補助及び

交付金のうち土佐清水ジオパーク推進協議会補助金７５５万3,０００円は、モニターツアーの

実施、ジオガイドの養成、ジオサイトの総合案内板及び解説板等の整備計画策定などに要する

経費のほか、認定プレゼンテーション及び現地審査に係る経費などを補助するものであります。 

 ９２ページをお願いいたします。７款２項１目道路新設改良費、１３節委託料１億４０８万

7,０００円のうち１億４００万円は、社会資本整備交付金事業で実施する市道橋定期点検のほ

か、下ノ加江橋橋梁架替業務委託、市道三崎臨港線などの実施設計業務委託料などを計上して

おります。１５節工事請負費には、社会資本整備交付金事業で実施する市道グリーンハイツ

８号線、市道下川口中央線、市道足摺臨港線、市道三崎斧積上野線など合わせて１１件の改良

工事２億7,８３５万円、市道改良単独工事4,９００万円の合わせて３億2,７３５万円を計上し

ております。 

 ９４ページをお願いいたします。７款４項２目公園費、１３節委託料９９４万5,０００円の

うち都市公園長寿命化計画策定業務６００万円は、老朽化が進む公園施設の適切な更新や修繕

等を計画的に実施するための計画策定に要する委託料であります。財源につきましては国庫補

助金２分の１を見込んでおります。詳細につきましては予算審議における事業説明書１４ペー

ジを御参照ください。１５節工事請負費７９３万円のうち健康遊具設置工事１４０万円は、中

央公園などに健康遊具と案内板を設置するものであります。詳細につきましては予算審議にお

ける事業説明書１５ページを御参照ください。同じく１５節貝塚山墓地（本町墓地）擁壁整備

工事３５０万円につきましては、平成３０年度より４年計画で工事を実施するものであります。 

 ９５ページをお願いいたします。７款４項３目清水第三土地区画整理費、１９節負担金、補

助及び交付金は、清水第三土地区画整理組合への補助金として、１億1,７０３万3,０００円を

計上いたしました。７款４項４目地籍調査費は、布の一部0.７７平方キロメートルと三崎の一

部4.０９平方キロメートルに要する地籍調査費用を計上しております。 

 １００ページをお願いいたします。８款１項４目消防施設費、１５節工事請負費、津呂地区

耐震性貯水槽設置工事７００万9,０００円は、県道の拡張工事に伴い移転設置するものであり

ます。既存施設は２０トン級の防火水槽でありましたが、４０トン級の耐震性貯水槽を新たに

設置するものであります。財源につきましては、緊急防災減災事業債を見込んでおります。

１８節備品購入費には、消防団の機能強化を図るために消防ポンプ自動車等の購入費

2,３１７万5,０００円を計上しております。財源につきましては、緊急防災減災事業債を見込

んでおります。 
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 １０１ページをお願いいたします。８款１項６目災害対策費、１３節委託料5,０３４万

9,０００円のうちＪアラート新型受信機更新業務４００万5,０００円は、地震・津波の発生や

ミサイル発射などの緊急情報を住民に周知するＪアラート受信機を新型に更新するものであり

ます。財源につきましては緊急防災減災事業債を見込んでおります。詳細につきましては予算

審議における事業説明書１７ページを御参照ください。次に防災行政無線デジタルシステム

（同報系）基本・実施設計委託業務４０５万円は、防災行政無線のデジタル化に向け基本設計

を行うものであります。財源につきましては緊急防災減災事業債を見込んでおります。詳細に

つきましては予算審議における事業説明書１８ページを御参照ください。次に避難所運営マニ

ュアル作成委託業務2,００６万6,０００円は、地震・津波に対応した１３カ所の避難所におき

まして地区住民が主体的に避難所運営を行えるよう運営マニュアルを作成するものであります。

財源につきましては、県補助金３分の２を見込んでおります。詳細につきましては予算審議に

おける事業説明書１６ページを御参照ください。 

 １０２ページをお願いいたします。同じく１３節委託料、津波ハザードマップ印刷業務

２８８万4,０００円は、平成２４年に作成した津波ハザードマップを更新するものであります。

財源につきましては、県補助金２分の１を見込んでおります。次に防災物資配送拠点施設設計

業務1,１９２万1,０００円は、大規模災害発生時における支援物資の受け入れ・保管・仕分

け・配送作業などを行う拠点施設の設計委託料であります。財源につきましては緊急防災減災

事業債を見込んでおります。詳細につきましては予算審議における事業説明書１９ページを御

参照ください。次に、１５節工事請負費1,８７４万5,０００円のうち空き家等除却工事

１２８万5,０００円は、所有者不明の空き家１件分の撤去費用を計上しております。１９節負

担金、補助及び交付金には、地震発生時に倒壊の危険性が高い老朽住宅の除却や耐震改修、コ

ンクリートブロック塀の整備などにより、避難経路の封鎖を未然に阻止することを目的とした

老朽住宅除却事業費補助金に３１件分3,１８６万8,０００円、木造住宅耐震改修費補助金に

１０件分1,１２５万円など合計6,６１６万1,０００円を計上いたしました。 

 １０５ページをお願いいたします。９款１項２目事務局費、２１節貸付金4,７６１万

6,０００円のうち奨学資金貸付金4,７３１万6,０００円は、高校生３１人、短大・専門学校生

３８人、大学・大学院生６０人の計１２９人に対する奨学資金であります。また、入学準備金

３０万円は、清水高校と指定校締結を行っている関西学院大学への入学準備金１名分を計上し

ております。 

 １０６ページをお願いいたします。９款１項４目学校給食費には、６月から市内全小中学校

で完全実施を行う学校給食に係る経費を計上しております。１１節需用費の賄材料費は、児童

生徒・教職員及び給食センター職員の給食１年間分約１３万5,０００食分の材料費として
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3,７６４万5,０００円を計上しております。１３節委託料3,３０１万9,０００円のうち学校給

食調理等委託料3,１８６万円は、学校給食事業の委託業者への調理等運営委託料で、人件費及

びその他の運営経費・事務経費として計上しております。配送車ラッピング委託料８１万円は、

給食に親しみを持っていただけるよう、１８節備品購入費で購入する学校給食配送車に子供た

ちが描いた絵をラッピングする経費であります。１８節備品購入費1,１６７万8,０００円は、

学校給食配送車３台分の購入費用で２トン車２台と軽自動車１台を購入するものであります。

この学校給食事業の詳細につきましては予算審議における事業説明書２０ページを御参照くだ

さい。 

 １０７ページをお願いいたします。９款２項１目学校管理費、１１節需用費の消耗品費

７２５万9,０００円の中に、小学校の教員の多忙化解消に向け情報通信技術を活用し勤務実

態・勤務時間を把握するためのカードリーダー、ＩＣカードの購入費１１万2,０００円を含ん

でおります。１５節工事請負費７２万円は、学校給食の開始に伴い下ノ加江小学校、三崎小学

校、下川口小学校のランチルームとして活用する教室にエアコンを設置する工事費を計上して

おります。財源といたしましては、学校施設整備基金を活用することとしております。 

 １０９ページをお願いいたします。９款２項２目教育振興費、２０節扶助費の就学援助費

４７９万5,０００円につきましては、要保護または準要保護世帯に対し、これまでの学用品や

修学旅行費などの援助に加え、本年度より学校給食費についても援助することに伴い増額とな

っております。 

 ９款３項１目学校管理費、１１節需用費の消耗品費１９８万7,０００円の中に先ほどの小学

校費と同様、中学校の教員の多忙化解消に向け情報通信技術を活用し勤務実態・勤務時間を把

握するためのカードリーダー、ＩＣカードの購入費３万円を含んでおります。 

 １１１ページをお願いいたします。９款３項２目教育振興費、２０節扶助費の就学援助費

５７６万3,０００円につきましても、先ほどの小学校費と同様、要保護または準要保護世帯に

対し、これまでの学用品や修学旅行費などの援助に加え、本年度より学校給食費についても援

助することに伴い増額となっております。 

 ９款４項１目社会教育総務費、１１節需用費の消耗品費２５万8,０００円の中に市指定保護

文化財の標柱購入費として１１万7,０００円、また修繕料２５万円の中に文化財看板の修繕費

２０万円を計上するなど文化財保護のための予算を計上しております。 

 １１２ページをお願いいたします。１３節委託料1,６８８万9,０００円のうち放課後児童ク

ラブ推進事業委託料８５７万1,０００円は、清水小学校の児童を対象に実施している学童保育

に係る委託料で、清水小学校改築中は旧中央公民館で実施しておりましたが、本年４月からは

新築した清水小学校体育館１階の専用スペースで実施する予定となっております。次に放課後
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子ども教室推進事業委託料６０３万3,０００円は、中央公民館及び下ノ加江、幡陽、三崎、下

川口の各小学校におきまして子供たちが放課後に安心・安全に過ごせるよう支援を行うもので

あります。次に三崎・松尾地検帳文化財デジタル化委託料４７万8,０００円は、市民図書館に

保管している市指定文化財の三崎・松尾地検帳の劣化が著しいためデジタル化し保存・活用す

るものであります。詳細につきましては予算審議における事業説明書２１ページを御参照くだ

さい。９款４項２目公民館費、３目図書館費、１１３ページの５目文化芸術振興費の１３節委

託料に中央公民館、図書館、文化会館それぞれの指定管理委託料を計上しております。いずれ

も平成３０年度から平成３４年度まで５年の指定管理期間のうち１年目の指定管理料を計上し

ております。 

 １１４ページから１１６ページをお願いいたします。９款６項１目教育センター費につきま

しては、教育研究所、スクールソーシャルワーカー、適応指導教室、少年補導センターが一体

となり子供たちの健全育成に取り組むための予算として計3,１３７万8,０００円を計上してお

ります。 

 １１７ページをお願いいたします。１１款１項１目に起債の元金償還額１５億1,４９６万

7,０００円を、２目に起債借り入れの利子として１億３９３万5,０００円と一時借入金利子

５０万円の合わせて１億４４３万5,０００円を計上しております。 

 １１８ページから１２２ページにかけまして給与費明細書を、また１２３ページには債務負

担行為に係る調書を、最後に１２４ページに地方債残高に関する調書をそれぞれ添付させてい

ただいております。 

 次に歳入について御説明いたします。１５ページをお願いいたします。 

 １款１項市民税につきましては、平成２９年度決算見込みよりサンゴの水揚げ減による課税

所得の減少、事業所数の減少が見込まれることなどによりまして、１目個人に４億1,６９６万

2,０００円、２目法人に4,８１２万円を計上しております。 

 ２項固定資産税につきましては、評価がえの年度に当たり土地については清水第三土地区画

整理区域やグリーンハイツの一部が上昇したものの、市全体では下落傾向にあることなどを勘

案し１目固定資産税に５億7,１５８万4,０００円、２目国有資産等所在市町村交付金及び納付

金に1,１０２万円を計上しております。３項軽自動車税につきましては、車種別税額、現在の

課税台数をもとに5,１５５万4,０００円を計上しております。 

 １６ページをお願いいたします。４項市たばこ税につきましては、旧３級品の紙巻たばこの

税率が平成２８年度から段階的に引き上げられているものの、消費本数は年々減少しているこ

とから8,６５１万6,０００円を計上しております。５項入湯税につきましては、前年度の状況

などを勘案し1,４４５万7,０００円を計上しております。 
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 ２款地方譲与税から１８ページ、９款地方交付税までは、平成３０年度地方財政計画や高知

県当初予算案等を参考に見込んでおります。地方交付税につきましては、普通交付税を３３億

5,０００万円、特別交付税を６億3,０００万円を見込み、対前年度比2.６％、１億円増の

３９億8,０００万円を計上しております。 

 １９ページから２１ページをお願いいたします。１２款１項使用料につきましては、それぞ

れ施設の使用料、占用料を計上いたしました。２項手数料につきましては、それぞれの事務、

業務に係る手数料を計上しております。 

 ２１ページの１３款１項国庫負担金から３０ページの１４款３項県委託金までは、歳出予算

で説明いたしました各事業、業務の国や県の負担率、補助率等に基づいて計上したものであり

ますので説明を省略させていただきます。次に１５款１項財産運用収入につきましては、市有

財産の貸付収入として各種基金利子及び株式の配当金などを計上しております。 

 ３１ページをお願いいたします。１７款１項基金繰入金につきましては、３目財政調整基金

繰入金１億1,０００万円を計上したほか、５目ふるさと元気基金繰入金4,２００万円につきま

しては、市有林管理、ジオパーク推進、学校給食、観光誘客、ふるさと元気寄附金推進の各事

業などに充てることとしております。 

 ３６ページから３８ページをお願いいたします。２０款１項市債につきましては、１０目臨

時財政対策債に２億円を計上し、１目総務債から９目災害復旧事業債までは、歳出事業の財源

として、それぞれ充当率に基づいて計上しております。 

 ９ページをお願いいたします。第２表債務負担行為につきましては、事項ごとに期間、限度

額を定めるものであります。 

 １０ページから１１ページをお願いいたします。第３表地方債につきましては、それぞれの

起債の目的ごとに限度額、起債の方法、利率、償還の方法を定めるものであります。 

 １ページをお願いいたします。以上によりまして平成３０年度土佐清水市一般会計予算の総

額は、歳入歳出それぞれ９７億3,８００万円となります。なお、一時借入金の借り入れの最高

額を２０億円と定めるものとしております。以上で平成３０年度一般会計予算の説明とさせて

いただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（仲田 強君） 議案第２号「平成２９年度土佐清水市国民健康保険事業特別会計補正

予算（第３号）について」、議案第５号「平成２９年度土佐清水市後期高齢者医療特別会計補

正予算（第２号）について」、議案第７号「平成３０年度土佐清水市国民健康保険事業特別会

計予算について」及び議案第１１号「平成３０年度土佐清水市後期高齢者医療特別会計予算に

ついて」の議案４件について説明を求めます。 

 市民課長。 
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          （市民課長 中津恵子君登壇） 

○市民課長（中津恵子君） おはようございます。議案第２号「平成２９年度土佐清水市国民

健康保険事業特別会計補正予算（第３号）について」御説明いたします。 

 歳出から説明いたします。補正予算書の１０ページをお願いします。１款１項１目一般管理

費につきましては、決算見込みによる減額補正となっております。 

 続いて歳入を説明いたします。９ページをお願いします。９款１項１目一般会計繰入金

1,７１７万3,０００円につきましては、決算見込み及び国・県の通知により金額が確定したこ

とにより補正するものです。 

 １１款２項６目雑入では、財源不足分の調整を行っておりますので、これまで説明いたしま

した歳入歳出各項目の補正金額を加味しまして1,７４７万3,０００円を減額補正いたしました。 

 次に２ページから６ページをお願いします。第１表、歳入歳出予算補正です。歳入歳出とも

既定の予算額に３０万円を減額し３０億6,０８４万3,０００円となります。 

 次に議案第５号「平成２９年度土佐清水市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につ

いて」御説明いたします。 

歳入歳出を一括して説明いたします。補正予算書の６ページ、７ページをお願いいたします。

歳入３款１項２目保険基盤安定繰入金及び歳出２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金

１５５万7,０００円につきましては、保険料軽減額の公費補塡分が決定したことにより減額補

正するものです。 

 次に２ページ、３ページをお願いします。第１表歳入歳出予算補正です。歳入歳出とも既定

の予算額に１５５万7,０００円を減額し３億８４万5,０００円となります。 

 次に議案第７号「平成３０年度土佐清水市国民健康保険事業特別会計予算について」御説明

いたします。 

平成３０年４月には国保制度始まって以来の大改革と言われる制度改正が実施され、国保の

財政運営の責任主体が都道府県となり、市町村とともに国保制度を担うこととなります。 

 国保財政は、これまでは市町村ごとに医療費を賄うために必要な金額を国民健康保険税で集

め運営していました。制度改正により高知県が県全体の医療費を賄うための保険税として集め

るべき金額を算定し各市町村に案分します。市町村は集めた保険税と市町村個別の公費等を合

わせ国民健康保険事業費納付金としてその金額を県に納めます。県はその納付金と県に直接交

付されることとなる国からの公費等を合わせ、市町村が保険給付に必要な金額を保険給付費等

交付金として全額交付するという財政運営の流れに変わります。このことにより予算費目が少

なくなり予算規模も縮小されております。予算編成では、これらの制度改正を反映し過去の実

績及び医療費の動向等を考慮した上で予算計上しております。 
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 それでは重立った歳出から説明いたします。１３８ページをお願いします。１款１項総務管

理費は、国保運営を行うための人件費や専門的また効率的に業務を行う委託料や負担金を計上

しております。 

 １３９ページをお願いします。１款２項１目賦課徴収費、１９節は幡多広域租税債権管理機

構へ支出するもので、国保分として２８件の３８８万6,０００円を予算措置しております。 

 １３９ページ下段から１４２ページをお願いします。２款保険給付費は、外来・入院や調剤

などに係る療養給付費や高額療養費などでありまして、被保険者数の動向、１人当たりの医療

費、医療費の伸び率、過去の実績等考慮して２款全体で１８億4,０１４万7,０００円を計上し

ております。 

 １４２ページ中段から１４３ページをお願いします。３款国民健康保険事業費納付金は、高

知県が県全体の医療費を賄うために必要な金額を算定し、その金額を市町村が県に納めるもの

で、県の通知に基づき１項医療給付費分４億1,８５０万3,０００円、２項後期高齢者支援金等

分１億1,２１８万9,０００円、３項介護納付金分4,３４０万2,０００円を計上しております。 

 １４４ページをお願いします。６款１項特定健康診査等事業費では、４０歳から７４歳まで

の被保険者を対象に行う集団及び個別の特定健康診査委託料や健診結果に基づく特定保健指導

関係経費等を計上しております。 

 ６款２項保健事業費では、疾病の予防、早期発見による重症化・長期化の防止や健康の保持

増進を目的に糖尿病予防、健康展、ジェネリック医薬品普及促進事業費等を計上しており、ジ

ェネリック医薬品の数量ベースでの普及率は平成２９年９月診療分で６0.０９％となっており

ます。 

 １４７ページをお願いします。１０款繰上充用金は、平成２９年度において財源不足が見込

まれる5,７３１万2,０００円を平成３０年度予算より補塡するために計上しております。 

 続いて重立った歳入を説明いたします。１３２ページをお願いします。１款国民健康保険税

は、現行の税率で過去の税収実績及び平成２９年度の収入見込み額や保険基盤安定に係る軽減

額等を考慮し４億４０万3,０００円を計上しております。 

 １３４ページをお願いします。４款１項１目１節保険給付費等交付金（普通交付金）は、県

が各市町村が必要な保険給付費額を交付するもので、歳出で計上しております保険給付費から

ルールとして出産育児一時金及び葬祭費分を除いた１８億3,４４６万5,０００円を計上してお

ります。２節保険給付費等交付金（特別交付金）は、保険者努力支援、国・県の特別調整交付

金、特定健康診査等負担金等合わせ5,００５万2,０００円を計上しております。 

 １３７ページをお願いします。８款２項９目雑入は、予備費及び繰上充用金の財源として

6,７００万1,０００円を計上しております。 



 

－ 29 － 

 次に１２６ページから１２９ページをお願いします。第１表歳入歳出予算を計上しておりま

す。歳入歳出予算の総額は、それぞれ２６億３３０万9,０００円となります。 

次に１２５ページをお願いします。条文の第２条で、一時借入金の借入最高額を４億円と定

めております。第３条では歳出予算の各項間で流用することができる場合を定めており、２款

保険給付費を対象としております。 

 次に議案第１１号「平成３０年度土佐清水市後期高齢者医療特別会計予算について」御説明

いたします。 

まず高知県後期高齢者医療広域連合の医療給付等について御説明いたします。平成２８年度

保険給付費決算額は1,３３０億5,６００万円、被保険者数１２万3,６７３人、１人当たり医療

費が１１４万8,０００円、これは福岡県に次いで全国２位となっています。また、平成３０年

度は２年ごとの保険料の見直しとなっており、高齢化の進行や医療の高度化等の影響により被

保険者数も医療給付費総額も増加していくことが見込まれますが、基金の活用等により保険料

率は平成２８、２９年度と同率で所得割額１1.４２％、均等割額５万4,３９４円と、据え置き

となりました。 

 それでは２１６ページの歳入から説明いたします。１款１項後期高齢者医療保険料は、

３０年度現年分として被保険者を3,５９１人、１人当たり保険料を５万8,８５４円、そのうち

特別徴収分の割合を６2.１％、普通徴収分として３7.９％を見込んで計上しております。また、

保険料賦課限度額が５７万円から６２万円に引き上げとなります。 

 ４款１項２目保険基盤安定繰入金は、保険料の軽減分について一般会計から繰り入れするも

のであり、財源の４分の３が県負担金であります。 

 次に２１８ページの歳出をお願いします。１款総務費は、人件費など事務に必要な経費を計

上しております。２款後期高齢者医療広域連合納付金は、歳入で説明しました保険料と保険基

盤安定繰入金、延滞金及び繰越金を財源として広域連合に納付するものであります。 

 次に２１２ページ、２１３ページをお願いします。第１表歳入歳出予算です。歳入歳出予算

の総額は、それぞれ３億1,８４５万2,０００円となります。 

 以上で予算説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（仲田 強君） この際、午食のため午後１時まで休憩いたします。 

          午後 ０時００分   休  憩 

          午後 １時００分   再  開 

○議長（仲田 強君）  休憩前に続いて会議を開きます。 

午前に引き続き予算案及び条例案等に対する内容説明を求めます。 

 議案第８号「平成３０年度土佐清水市介護保険特別会計予算について」説明を求めます。 
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 健康推進課長。 

          （健康推進課長 戎井大城君登壇） 

○健康推進課長（戎井 大城君） 議案第８号「平成３０年度土佐清水市介護保険特別会計予

算について」主なものを説明いたします。 

 予算書の１６７ページをお願いします。歳出から説明いたします。１款１項１目一般管理費

は、事務職員の人件費等として3,０６１万2,０００円を計上しました。 

 １６８ページをお願いします。１款３項２目認定調査等費は、介護認定調査員の人件費並び

に１２節役務費、手数料として認定申請に伴う主治医意見書料など合計で 2,５３５万

8,０００円を計上しました。 

 １６９ページから１７１ページをお願いします。２款１項介護サービス等諸費の１目から

１０目までは、居宅介護サービス給付費など介護サービス関連費用として給付費見込み額によ

り、１７０ページになりますが合計で１５億7,０２０万9,０００円を計上しました。 

 ２款２項介護予防サービス等諸費の１目から８目までは、要支援１、２の方を対象とする給

付費として介護予防サービス給付費など、１７１ページになりますが合計で 4,８８９万

6,０００円を計上しました。 

 １７２ページをお願いします。２款４項高額介護サービス等費の１目及び２目は、要介護

１から５の方並びに要支援１、２の方が対象となるサービスで、同じ月に利用したサービスの

自己負担の合計額が一定の額を超えた場合、その超えた金額を支給するもので、合わせて

5,５００万円を計上しました。 

 １７３ページをお願いします。２款６項特定入所者介護サービス等費の１目から４目までは、

低所得の要介護者が施設サービス等を利用したときの食費・居住費の補足給付サービス費とし

て合計9,１４２万5,０００円を計上しました。 

 １７４ページから１７６ページをお願いします。４款１項１目介護予防・生活支援サービス

事業費は、訪問型サービス、通所型サービスを行う介護予防・生活支援総合事業など、

１７４ページになりますが2,５１３万4,０００円を計上しました。 

 ４款２項１目一般介護予防事業費は、介護予防普及啓発・地域介護予防活動支援事業など一

般高齢者等の介護予防事業として、１７５ページになりますが3,７８０万9,０００円を計上し

ました。 

 ４款３項１目包括的支援事業費は、総合相談支援事業や認知症対策、在宅医療・介護連携推

進事業を行う高齢者包括的支援事業など4,８１１万4,０００円。同じく２目任意事業費は、配

食サービスや成年後見制度普及啓発・相談支援事業を行う高齢者任意事業など、１７６ページ

になりますが1,２５１万5,０００円を計上しました。 
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 次に１６２ページ、歳入をお願いします。１款１項１目第１号被保険者保険料は、保険料を

段階別に積み上げた保険料見込み額として、１節現年度分特別徴収保険料２億9,０８１万

8,０００円、２節現年度分普通徴収保険料3,１１４万3,０００円を計上しました。 

 ３款１項１目介護給付費負担金は、１節現年度分として負担割合に基づき３億1,１６１万

5,０００円を計上しました。 

 ３款２項１目調整交付金、１節現年度分調整交付金１億7,４９３万9,０００円は、本来の負

担割合は５％ですが、本市の後期高齢者の割合や所得に係る調整等により9.５％として介護給

付費見込み額及び介護予防・日常生活支援総合事業費見込み額に乗じて計上しました。 

 １６３ページをお願いします。３款２項２目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援

総合事業）は、１節現年度分として負担割合に基づき1,３６３万6,０００円を計上しました。

同じく３目地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）は、１節現年度分として負担

割合に基づき2,３６４万5,０００円を計上しました。 

 ４款１項支払基金交付金は、２号被保険者分として負担割合に基づき１目介護給付費交付金、

２目地域支援事業支援交付金合わせて４億9,７８８万円を計上しました。 

 ５款１項県負担金、１目介護給付費負担金は、１節現年度分として負担割合に基づき２億

6,４７０万4,０００円を計上しました。 

 １６４ページをお願いします。５款２項県補助金は、１目地域支援事業交付金（介護予防・

日常生活支援総合事業）、２目地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）を地域支

援事業費見込み額に対し負担割合に基づき合わせて2,０３４万4,０００円を計上しました。 

 ７款１項１目介護給付費繰入金の１節現年度分２億2,１６６万1,０００円は、介護給付費見

込み額に対し負担割合に基づき計上しました。同じく２目地域支援事業繰入金（介護予防・日

常生活支援総合事業）として８５２万4,０００円、３目地域支援事業繰入金（総合事業以外の

地域支援事業）として1,１８２万3,０００円をそれぞれ地域支援事業費見込み額に対し負担割

合に基づき計上しました。 

 １６５ページをお願いします。同じく４目低所得者保険料軽減繰入金は、所得区分の第１段

階の保険料を軽減するため５１４万4,０００円を計上しました。同じく５目その他一般会計繰

入金は、職員給与費等として5,９３３万4,０００円を計上しました。一般会計からの繰入金は、

合計３億６４８万7,０００円となります。 

 ７款２項１目介護給付費準備基金繰入金は、介護給付費等に充てるため 2,３７５万

2,０００円を計上しました。 

 １５５ページをお願いします。以上によりまして歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

１９億8,３０６万9,０００円を計上しました。なお、一時借入金の借入最高額は２億円と定め
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ました。以上、審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（仲田 強君） 次に議案第４号「平成２９年度土佐清水市指定介護老人福祉施設事業

特別会計補正予算（第２号）について」、議案第９号「平成３０年度土佐清水市指定介護老人

福祉施設事業特別会計予算について」及び議案第１０号「平成３０年度土佐清水市介護サ－ビ

ス事業特別会計予算について」の議案３件について説明を求めます。 

 しおさい園長。 

          （しおさい園長 山本弘子君登壇） 

○しおさい園長（山本弘子君） 議案第４号「平成２９年度土佐清水市指定介護老人福祉施設

事業特別会計補正予算（第２号）について」御説明いたします。 

 まず歳出から御説明します。補正予算書の７ページをお願いいたします。１款１項１目一般

管理費、２節給料４５万円、３節職員手当等１３０万円、４節共済費１００万円、合わせて

２７５万円の減額は、職員給料・手当等と共済組合等負担金の決算見込み額を精査したことに

よる減額です。 

 次に６ページ、歳入をお願いいたします。１款１項１目１節施設介護サービス費収入

3,７９２万2,０００円と１款３項１目１節特定入所者介護サービス費収入３１０万7,０００円

の合わせて4,１０２万9,０００円が当初込み額より歳入不足となります。５款２項１目１節一

般会計繰入金から3,８２７万9,０００円を繰り入れすることで、さきに説明いたしました減額

分と調整するものです。 

 １ページをお願いいたします。以上によりまして既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ２７５万円を減額し、歳入歳出予算の総額は３億9,０４３万4,０００円となります。 

 以上で議案第４号、平成２９年度土佐清水市指定介護老人福祉施設事業特別会計補正予算

（第２号）の説明を終わります。 

 議案第９号「平成３０年度土佐清水市指定介護老人福祉施設事業特別会計予算について」主

なものを御説明いたします。 

まず歳出から御説明します。予算書の１９０ページをお願いいたします。１款１項１目一般

管理費では、歳出総額３億3,９８９万8,０００円を計上しております。主なものとしましては、

２節給料１億2,９０１万4,０００円、３節職員手当等7,１２９万3,０００円、４節共済費

5,２００万1,０００円で、合計が２億5,２３０万8,０００円を計上しております。７節賃金は、

臨時賃金・嘱託賃金合わせて6,９２８万7,０００円を計上しております。次に１３節委託料と

しまして夜間警備等の業務委託として６０９万6,０００円を計上しております。 

 次に１９１ページをお願いいたします。２款１項１目施設介護サービス事業費で5,２５７万

2,０００円を計上しております。主なものとしましては１１節需用費4,８４７万6,０００円の
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内訳は、賄材料費2,８０３万2,０００円、光熱水費1,１３４万円が主なものとなっております。 

 次に１８８ページ、歳入についてお願いいたします。１款１項１目施設介護サービス費収入

２億7,９４６万4,０００円並びに２項１目自己負担金収入6,０８０万3,０００円、合わせて

３億4,０２６万7,０００円を見込み当初予算計上いたしました。３項１目特定入所者介護サー

ビス費収入は、低所得者の負担軽減措置であり4,７８７万5,０００円を計上しております。 

 次に１８３ページをお願いいたします。これにより歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ３億9,２９７万円となります。 

 次に議案第１０号「平成３０年度土佐清水市介護サービス事業特別会計予算について」主な

ものを御説明いたします。  

まず歳出から御説明いたします。予算書の２０６ページをお願いいたします。１款１項１目

短期入所生活介護事業費では、歳出総額3,７０５万3,０００円を計上しております。主なもの

といたしましては、２節給料1,２８０万2,０００円、３節職員手当等８２１万4,０００円、

４節共済費４７５万4,０００円で合計が2,５７７万円、７節賃金４８４万2,０００円、賄材料

費を含む１１節は需用費５８７万2,０００円を計上しております。 

 次に２０４ページ、歳入をお願いいたします。１款１項１目居宅介護サービス費収入、１節

短期入所生活介護費収入として2,７４２万1,０００円、２項１目１節自己負担金収入、２節軽

減分収入を合わせて７１９万1,０００円、３項特定入所者介護サービス等費収入で２４３万

7,０００円を計上しています。 

 次に１９９ページをお願いいたします。これにより歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ3,７０５万3,０００円となります。以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（仲田 強君） 次に議案第１２号「平成３０年度土佐清水市再生可能エネルギー事業

特別会計予算について」説明を求めます。 

 環境課長。 

          （環境課長 田村善和君登壇） 

○環境課長（田村善和君） 議案第１２号「平成３０年度土佐清水市再生可能エネルギー事業

特別会計予算について」御説明いたします。 

 予算書の２３１ページ、歳出からお願いいたします。１款１項１目一般管理費の２節給料

８４３万9,０００円、３節職員手当等３８１万1,０００円、４節共済費２４７万円は、職員

２名分の人件費を計上しております。同じく一般管理費、１１節需用費６１万5,０００円、

１２節役務費３５６万円、１３節委託料３２２万2,０００円は、中浜と太田発電施設２カ所の

施設管理に係る光熱水費や修繕料、通信運搬費、損害保険料、電気設備保守点検、機械警備、

清掃管理委託料などを、また２７節公課費７５０万円は、売電収入に係る消費税納付額分をそ
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れぞれ計上しております。 

 次に２３２ページから２３３ページをお願いします。２款１項１目再生可能エネルギー事業

推進費、１１節需用費１００万円は、市が管理する施設の照明の蛍光灯からＬＥＤライトへの

交換、省エネ型空調機への交換を行い電気使用量の削減を通じて二酸化炭素排出量を抑制し地

球温暖化防止対策に資することを目的に計上しております。１５節工事請負費６００万円は、

太田発電施設を設置しております造成地の改修工事の費用を計上しております。１９節負担金、

補助及び交付金２５０万円は、一般家庭にソーラーパネルを設置する市単独補助金６０万円と、

同じく地域・部落が管理する防犯灯設備を蛍光灯からＬＥＤライトに交換することを、補助事

業で行うことにより推進し、電気使用量の削減を通じて二酸化炭素排出量を抑制し地球温暖化

防止対策に資することを目的に再生可能エネルギー事業利活用補助金として１９０万円を計上

しております。同じく再生可能エネルギー事業推進費、２５節積立金５１万1,０００円は、

３０年度分の売電収入から歳出を差し引いた額を積み立てるものであります。 

 ３款公債費、１項１目元金及び２目利子は、平成２６年度に電気事業債として借り入れした

起債７億3,４３０万円の償還元金5,０３７万7,０００円と利子４７８万1,０００円、合計

5,５１５万8,０００円を計上しております。４款１項１目予備費４００万円は、特別会計内で

不足が生じたときのために計上いたしました。 

 次に２３０ページ、歳入をお願いいたします。３款１項１目１節売電収入は、中浜発電所

3,７２０万円、太田発電所5,７６０万円、２カ所合計で9,４８０万円を見込み計上しておりま

す。 

 ３款２項１目１節雑入２０１万1,０００円は、県、市、民間業者が共同出資し、太田と旧足

摺岬中学校校庭で太陽光発電事業を行っておりますこうち・しみずメガソーラー株式会社から

の配当金２００万円と再生可能エネルギー事業基金利子１万1,０００円を見込み計上しており

ます。 

 次に２２５ページをお願いします。以上によりまして歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ9,６８１万2,０００円となります。また、一時借入金の借入最高額は2,０００万円と定め

ております。以上で平成３０年度土佐清水市再生可能エネルギー事業特別会計予算の説明を終

わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（仲田 強君） 次に議案第１３号「平成３０年度土佐清水市水道事業会計予算につい

て」説明を求めます。 

 水道課長。 

          （水道課長 楠目 生君登壇） 

○水道課長（楠目 生君） 議案第１３号「平成３０年度土佐清水市水道事業会計予算につい
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て」御説明いたします。 

 ２６１ページをお願いします。収益的収支と資本的収支の款項目別の明細となります。主な

ものについて御説明いたします。収益的収入につきまして１款１項１目上水道給水収益の水道

使用料は１億5,５７５万5,０００円、４目簡易水道給水収益の水道使用料は１億1,７１６万

9,０００円を計上しました。上水道・簡易水道の合計で２億7,２９２万4,０００円、前年度よ

り1,８１１万7,０００円の増額を見込んでいます。これは水道料金改定によるものです。 

 ２６２ページをお願いします。２項営業外収益、４目長期前受金繰入額 5,２４８万

3,０００円は、補助金・負担金・受贈財産に係る減価償却費及び除却費となります。 

 ２６３ページをお願いします。収益的支出です。１款１項１目上水道原水及び浄水費の委託

料２５４万 8,０００円の内訳は、加久見、三崎、浦尻の３施設の管理業務費１０９万

6,０００円と水源池及び配水池の清掃業務等として８８万円、電気保安業務として５７万

2,０００円を計上しました。 

 ２６４ページをお願いします。１款１項２目上水道給水及び配水費の委託料９３８万

7,０００円の内訳は、市街地の漏水調査業務４２７万7,０００円、メーター取りかえ委託業務

２２１万円、本町・栄町・汐見町・三崎浦・爪白を予定しております。管路更新工事による管

路情報システム更新業務として２９０万円を計上しています。 

 ２６６ページをお願いします。８目簡易水道原水及び浄水費の委託料８０５万1,０００円の

内訳は、東部６施設、半島８施設、西部５施設の管理業務費４７２万1,０００円と水源池及び

配水池の清掃業務等として３３３万円を計上しています。 

 ２７０ページをお願いします。資本的収入です。１款１項１目企業債２億７００万円は、久

百々・大岐簡易水道事業に3,４００万円、窪津簡易水道整備事業に7,１３０万円、津呂権現・

大谷簡易水道整備事業に1,２５０万円、以布利簡易水道整備事業に７００万円、三崎上水道整

備事業に8,２２０万円を借り入れるものです。 

 ３項１目簡易水道施設整備補助金6,２８６万円は、久百々・大岐簡易水道事業に係る補助金

2,２７０万8,０００円、窪津簡易水道整備事業に係る補助金3,２１５万2,０００円と津呂権

現・大谷簡易水道整備事業に係る補助金８００万円です。３項２目上水道施設整備補助金

8,２３１万2,０００円は、三崎上水道整備事業に係る補助金となります。 

 ２７１ページをお願いします。資本的支出です。資本的支出につきまして１款１項１目拡張

改良費の委託料７３０万円は、工事現場の施工監理業務費として窪津簡易水道整備事業に

２００万円、久百々・大岐簡易水道事業に３００万円、三崎上水道整備事業に２３０万円を計

上しました。 

 ２７２ページをお願いします。工事請負費３億5,６６３万円は、窪津簡易水道整備事業に
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１億６０７万5,０００円、津呂権現・大谷簡易水道整備事業に2,２００万円、久百々・大岐簡

易水道整備事業に5,９２３万円、三崎上水道整備事業に１億6,２３２万5,０００円、以布利簡

易水道整備事業に７００万円を計上しました。２項企業債償還金の合計6,４１８万5,０００円

は、上水道と簡易水道についての起債の元金分の償還金です。 

 ２４５ページをお願いします。平成３０年度予定のキャッシュフロー計算書です。現金の増

減をあらわしています。期末残高は３億4,２０８万6,５９７円を見込んでいます。 

 ２５０ページから２５３ページまでは平成２９年度予定の貸借対照表です。保有する全ての

資産、負債、資本を示したものです。２５１ページ一番下の資産の合計は２９年度末の予定額

として４２億5,８６６万6,７６９円となり、２５３ページ一番下の負債・資本の合計額と一致

します。 

 ２５４ページから２５７ページまでは平成３０年度予定の貸借対照表です。２５５ページ一

番下の資産の合計は３０年度末予定額として４５億８３万9,８３６円となります。２５７ペー

ジ一番下の負債・資本の合計額と一致します。 

 ２５８ページから２６０ページまでは平成２９年度予定の損益計算書です。１年間の収益と

費用を見込んだ営業成績を示したものです。２６０ページ一番下から４番目にあります平成

２９年度の純利益は、８８７万8,２８０円を見込んでいます。 

 ２３９ページをお願いします。第２条の業務の予定量につきましては、給水戸数を

7,０６０戸、主要な建設改良費は工事請負費として３億6,３９３万円を計上しました。 

 第３条の収益的収入及び支出につきましては、収入の合計は１款水道事業収益として３億

3,９１６万9,０００円、支出の合計は１款水道事業費用として３億1,５０１万5,０００円を計

上しました。 

 次に２４０ページの第４条の資本的収入及び支出につきましては、収入の合計は資本的収入

として３億 7,６８６万 4,０００千円、支出の合計は資本的支出として４億 5,５８４万

8,０００円を計上しました。この結果、条文の括弧書きにありますように、資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額7,８９８万4,０００円は、過年度分・当年度分損益勘定留保資金

及び利益剰余金で補塡するものとします。以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお

願いします。 

○議長（仲田 強君） 次に報告第１号「専決処分した事件の報告について（土佐清水市消防

手数料条例の一部を改正する条例の制定について）」及び議案第１４号「土佐清水市立墓地条

例の制定について」から議案第３２号「土佐清水市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画

の策定について」までの議案１９件、計２０件について説明を求めます。 

 総務課長。 
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          （総務課長 野村仁美君登壇） 

○総務課長（野村仁美君） 条例案等について説明いたします。議案つづりをお願いいたしま

す。報告第１号「専決処分した事件の報告について（土佐清水市消防手数料条例の一部を改正

する条例の制定について）」、議案つづり１から１１ページです。 

 消防手数料につきましては、地方自治法第２２８条第１項の規定により地方公共団体の手数

料の標準に関する政令に定める金額の手数料を標準として条例を定めることとなっております。

標準額については３年ごとに見直しがされており、一部を改正する政令が平成３０年１月

２６日に公布されたことに伴う条例の一部改正について、平成３０年２月１４日に専決処分し

たとの報告です。改正内容は、消防法に基づく貯蔵所の設置許可及び完成検査前検査並びに特

定屋外タンクの保安に関する検査の手数料の改正となっております。 

 議案第１４号「土佐清水市立墓地条例の制定について」、議案つづり２５から２９ページで

す。 

 本議案につきましては、清水第三土地区画整理区域内に土佐清水市立清水ヶ丘墓地公園とし

て６１区画を新設したことから、土佐清水市立グリーンハイツ墓地公園条例及び土佐清水市元

町墓地条例を廃止し、これら２つの墓地もあわせて設置及び管理についての条例を制定するも

ので、土佐清水市立清水ヶ丘墓地公園１区画当たりの使用料を３３万円と定めるものです。 

 議案第１５号「土佐清水市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定め

る条例の制定について」、議案つづり３０から３２ページです。 

 本議案につきましては、介護保険法の改正により平成３０年４月１日から居宅介護支援事業

に係る権限が県から市に移譲されることに伴い、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に

関する基準の一部を改正する省令に基づき条例を制定するものです。 

 議案第１６号「土佐清水市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」、議案つづ

り３３から３４ページです。 

 本議案につきましては、議案第３２号で議決をお願いしております高齢者福祉計画・第７期

介護保険事業計画の計画期間に合わせ介護保険料率の適用期間を平成３０年度から平成３２年

度までの３年間とする条例改正となっております。 

 議案第１７号「土佐清水市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例の制定について」、議案つづり３５から３７ページです。 

 本議案につきましては、指定介護予防支援に関する国基準省令の一部改正に伴う条例改正で

す。主な改正内容は、連携に努めなければならない機関として障害福祉制度の相談機関を加え

るほか、指定介護予防支援の提供に関し利用者への説明内容等の追加並びに利用者の同意を得
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ての服薬状況等の医師等への提供となっております。 

 議案第１８号「土佐清水市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につい

て」、議案つづりり３８から３９ページです。 

 本議案につきましては、介護保険法の改正により平成３０年４月１日から新たに共生型サー

ビスが創設されたことに伴い、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準の一部改正並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一

部改正に基づき条例を改正するものです。また、介護保険法施行規則の一部改正により既に診

療所を開設している者が新たに看護小規模多機能型居宅介護事業所を開設する場合には法人格

を要件としないこととなりましたので条例を改正するものです。 

 議案第１９号「土佐清水市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について」、議案つづ

り４０から４３ページです。 

 本議案につきましては、行政手続法の一部改正により行政指導の中止等の求め及び処分等の

求めに関する規定が設けられたこと等に伴い、市民利益保護の充実のため同様の規定を設ける

条例改正となっております。 

 議案第２０号「土佐清水市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について」、議案つ

づり４４から４５ページです。 

 本議案につきましては、議案第１９号の土佐清水市行政手続条例の一部改正に伴い引用して

いる規定に項ずれが生じたため一部改正するものです。 

 議案第２１号「土佐清水市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定につ

いて」、議案つづりり４６から４７ページです。 

 本議案につきましては、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律が平成２９年１２月

１５日に公布され、退職手当を算出する際に設けられている調整率が3.３％引き下げられ

８3.７％となりましたので、この改正に準じて土佐清水市職員の退職手当の調整率を引き下げ

る改正となっております。 

 議案第２２号「土佐清水市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部を

改正する条例の制定について」、議案つづりり４８から５０ページです。 

 本議案につきましては、教育研究所主任研究員及び適応指導教室相談員の月額報酬の引き上

げ並びに集落支援員の追加となっております。現在教育センターに勤務している教育研究所主

任研究員について、研究員及び事務職員の減に加え英語・道徳教育の実施に伴う業務増等によ

り従前の教育研究所長としての月額報酬と同額の１６万円とする改正及び適応指導教室相談員
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については、年々業務が複雑・煩雑化している中、１０年間報酬が据え置かれていることから

家庭相談員と同額の１５万6,０００円に改正するものです。集落支援員につきましては、平成

２９年８月、「集楽活動センター下川口家」が設立され、今後、集落活動センターにおいて地

域の実情に詳しい人材で集落住民とともに集落対策を推進するため新たに集落支援員、月額

１６万5,０００円を追加するものです。 

 議案第２３号「土佐清水市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」、議案

つづり５１から５２ページ及び議案第２４号「土佐清水市国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例の制定について」、議案つづり５３から５５ページ。 

 この２議案につきましては、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の

一部を改正する法律により平成３０年度から県が財政運営の責任主体となることに伴う条例改

正です。 

 議案第２３号につきましては、国民健康保険法第１１条の改正が平成３０年４月１日より施

行されることにより都道府県及び市町村にそれぞれ運営協議会を設置することとなりましたの

で、協議会の名称を土佐清水市の国民健康保険事業の運営に関する協議会と変更する改正とな

っております。 

 議案第２４号につきましては、地方税法第７０３条の改正により保険給付費の財源として市

の国民健康保険税を県が市から徴収する国民健康保険事業費納付金に要する費用に充てること

となることから改正するものです。 

 議案第２５号「土佐清水市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て」、議案つづり５６から５７ページです。 

 本議案につきましては、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部

を改正する法律により高齢者の医療の確保に関する法律第５５条の２として住所地特例が新設

され、平成３０年４月１日に施行されることに伴う改正となっております。施設等に入所し住

所が移った被保険者については前住所地の被保険者とする住所地特例が適用されますが、この

住所地特例適用者が７５歳到達等により後期高齢者医療に加入する場合、住所地特例が適用さ

れなくなり、施設所在地が県外の場合は県外の被保険者となっておりましたが、平成３０年度

以降、新たに対象となる被保険者については住所地特例により県内の被保険者となる改正です。 

 議案第２６号「土佐清水市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て」、議案つづり５８から５９ページです。 

 本議案につきましては、子育て支援策の充実のため平成３０年４月１日より福祉医療費助成

の拡充のため対象年齢を３歳引き上げ、１８歳に達する日以降における最初の３月末日までの

者とする改正となっております。 
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 議案第２７号「土佐清水市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の制定について」、議案つづり６０から６１ページです。 

 本議案につきましては、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の

一部改正及び子ども・子育て支援法施行規則の一部改正により、子供のための教育・保育給付

の認定を行ったときの支給認定証交付が任意交付化されたことに伴う改正となっております。 

 議案第２８号「土佐清水市駐車場設置条例の一部を改正する条例の制定について」、議案つ

づり６２から６３ページです。 

 本議案につきましては、現在幡多土木事務所土佐清水事務所が整備を進めております足摺岬

東側駐車場について、整備後、市駐車場として平成３０年４月より供用開始を予定しておりま

すので条例に追加するものです。 

 議案第２９号「土佐清水市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について」、議案つ

づり６４から６５ページです。 

 本議案につきましては、公営住宅法の一部改正により認知症患者等が住宅入居者である場合

における収入申告義務が緩和されることとなったことから、家賃の決定方法の特例を定めるも

のとなっております。 

 議案第３０号「土佐清水市特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例の制定につい

て」、議案つづり６６から６７ページです。 

 本議案につきましては、特定公共賃貸住宅の家賃の減額規定について、管理開始後２０年目

を限度としておりますが、田ノ内団地が平成３０年度に管理開始後２０年を超えることから、

現在の入居状況や市内の賃貸家賃を勘案し２０年経過後においても減額が可能となる規定を追

加するものです。 

 議案第３１号「土佐清水市立防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例の制定について」、議案つづり６８から６９ページです。 

 本議案につきましては、平成２９年度に完成する下ノ加江地区防災コミュニティセンターを

追加するものです。 

 議案第３２号「土佐清水市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画の策定について」、議

案つづり７０ページです。 

 本議案につきましては、老人福祉法第２０条の８及び介護保険法第１１７条により３年ごと

に事業計画を一体的に定めるものとされており、平成３０年度から平成３２年度の計画策定に

当たり、議会の議決に付すべき事件に関する条例第２条第２号及び第３号により議会の議決を

お願いするものです。以上御審議についてよろしくお願いいたします。 

○議長（仲田 強君） 以上で予算案及び条例案等に対する内容説明を終わります。 
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 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 次の本会議は、３月１２日午前１０時に再開いたします。 

 なお、質疑及び一般質問の通告の期限は３月７日午前１１時でありますので、念のため申し

添えておきます。 

 本日の会議はこれをもって散会いたします。 

          午後 １時５０分  散  会 


